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 PAGE 1
（参考様式）

優先株等の株主保護の方策に関する説明資料 記載要領
（はじめに）
	· 優先株等の株主保護の方策に関する説明資料」(以下「株主保護の方策説明資料」といいます。)は、非参加型優先株の新規上場の上場申請者（以下「申請会社」といいます。）を対象として、実質審査基準のうち「その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項」（規程第805条第1項第３号）における「異なる種類の株主の間で利害が対立する状況が生じた場合に新規上場申請に係る優先株等の株主が不当に害されないための保護の方策をとることができる状況にあると認められること」（上場審査等に関するガイドラインⅧ ４.(１)ａ）を確認するための審査資料の一つとしてご提出いただくものです。定款等の内容や、申請会社の実態に即して分かりやすく記載してください。
· なお、上場審査等に関するガイドラインⅧ ４.(１)ａ及び「優先株等の上場の手引き
」の「基準の内容・審査のポイント」等の記載を踏まえ、適宜、記載要領の内容に追加・修正・変更して、株主保護の方策説明資料をご作成いただくことが可能です。また、弁護士の意見書等で、株主保護の方策説明資料を代替することも可能です。


（優先株等の株主が不当に害されないための保護の方策に関する説明について）
· 「優先株等の株主保護の方策に関する説明資料」は、下表の項目に沿って、記載してください。
	会社法第322条第1項各号の行為
	種類株主総会開催の要否（注1）
	種類株主総会を要しない場合
	備考
（注4）

	
	
	利害が対立する状況が生じる可能性及び影響（注2）
	株主保護の方策の内容
（注3）
	

	1 次に掲げる事項についての定款の変更（第111条第１項又は第２項に規定するものを除く。）
（1） 株式の種類の追加
（2） 株式の内容の変更（単元株式数の変更を除く）
（3） 発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加
	
	
	
	

	1 次に掲げる事項についての定款の変更
（2） 株式の内容の変更（単元株式数の変更）
	
	
	
	

	①の2特別支配株主による株式売渡請求に係る承認
	
	
	
	

	2 株式の併合、株式の分割
	
	
	
	

	3 株式無償割当て
	
	
	
	

	4 株式の株主割当て
	
	
	
	

	5 新株予約権の株主割当て
	
	
	
	

	6 新株予約権無償割当て
	
	
	
	

	7 合併
	
	
	
	

	8 吸収分割
	
	
	
	

	9 吸収分割による事業に関して有する権利義務の承継
	
	
	
	

	10 新設分割
	
	
	
	

	11 株式交換
	
	
	
	

	12 株式交換による他の株式会社の発行済み株式全部の取得
	
	
	
	

	13 株式移転
	
	
	
	

	14 株式交付
	
	
	
	


	（注1）
	会社法第322条第1項各号の行為に係る優先株主等の種類株主総会の開催要否を記載してください。開催を要する場合、「種類株主総会を要しない場合」の二項目の記載は不要です。

	（注2）
	各行為について、優先株等の株主と普通株主等との間で利害が対立する状況が生じる可能性（以下、「利害対立の可能性」といいます。）がある場合、その旨と優先株等の株主に対する影響の内容を記載してください。利害対立の可能性がない場合は、無いと判断した理由を記載してください。

	（注3）
	利害対立の可能性がある場合、優先株等の株主が不当に害されないための保護の方策の内容を記載してください。

	（注4）
	関連する定款等の根拠条文等を記載してください。


以上

	最終更新日
	2024年6月28日

	適用対象
	2024年7月1日以降に申請を行う申請会社から適用


� 「優先株等の上場の手引き」については、以下のURLをご参照ください。


�HYPERLINK "https://www.jpx.co.jp/equities/products/preferred-stocks/listing/index.html"��https://www.jpx.co.jp/equities/products/preferred-stocks/listing/index.html�





